
 

 

事務処理手順 

届出の種別 チェック 処 理 手 順 留 意 事 項 

景観形成地域

における行為

の届出（条例第

7 条、規則第 5

条） 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

（届出の必要性についての確認） 

① 行為地は、景観形成地域の区域内である

か。 

 

② 行為は、熊本県景観条例施行規則（以下「規

則」という。）第 8 条第 1項に規定する行為

に該当しないか。 

 

 

 

・ 行為は、「地盤面下又は水面下における行

為」、「法令又はこれに基づく処分による義

務の履行として行う行為」や「非常災害のた

めに必要な応急措置として行う行為」に該

当しないか。 

 

 

 

 

・ そのほか、行為が法第 16条第 7項第 1 号か

ら第 10 号及び同法施行令（以下「施行令」

という。）第 8条に定める行為に該当しない

か。 

 

 

③ 行為は、国、地方公共団体及び規則第 7 条

に規定する公共的団体が行う行為に該当し

ないか。 

 

 

（届出書及び添付図面の確認） 

① 記載必要事項の記入もれはないか。 

 

② 規則別表第 1 に定める図面は、添付され

ているか。また、着色を必要とする図面は着

色されているか。 

 

③ 届出書に必要事項を記入しきれない場合

は、添付図面に詳しく記載されているか。 

 

（受  付） 

① 上記を確認のうえ届出書が適正であると

認めるときは、受付を行い、届出受付処理台

帳（別記様式第 2号）に必要事項を記載する。 

 

 

 

 

 

・規則第 8 条第 1 項に規定する行為に該

当する行為については、条例第 9 条第

1 項第 1号の「通常の管理行為、軽易な

行為その他の行為で規則で定めるもの」

であり、届出を要しない。 

 

・「地盤面下又は水面下における行為」、

「法令又はこれに基づく処分による 

義務の履行として行う行為」や「非常災

害のために必要な応急措置として行う

行為」については、法第 16 条第 7 項、

施行令第 8 条及び規則第 8 条第 1 項

の規定により届出を要しない。 

 

 

・法第 16 条第 7 項及び施行令第 8 条に定

める行為は、届出の適用除外行為であ

る。 

 別紙「届出を要しない行為（適用除外行

為）」参照 

 

・国、地方公共団体及び規則第 7条に規定

する公共的団体が行う行為については、

条例第 8 条の規定により届出を要しな

い。 

 

 

・完備されていない届出書は、届出者等に

通知し訂正及び追加をさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・届出書にも受付日を記入する。 

 

  

景観形成地域における行為の届出 



 

 

 

 

届出の種別 チェック 処 理 手 順 留 意 事 項 

特定施設届出

地区における

行為の届出(条

例第 7条、規則

第 5条） 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 □ 

（届出の必要性についての確認） 

① 行為は、条例第 7 条に規定する景観形成地

域における行為の届出に係る行為に該当しな

いか。 

 

② 行為地は、特定施設届出地区の区域内である

か。 

 

 

③ 行為は、熊本県景観条例施行規則（以下「規

則」という。）第 8 条第 2項に規定する行為

に該当しないか。 

 

 

 

・ 行為は、「地盤面下又は水面下における行

為」、「法令又はこれに基づく処分による義務

の履行として行う行為」や「非常災害のため

に必要な応急措置として行う行為」に該当し

ないか。 

 

 

 

 ・ そのほか、行為が法 16 条第 7 項第 1号か

ら第 10 号及び施行令（以下「施行令」とい

う。）第 8条に定める行為に該当しないか。 

 

 

 

④ 行為は、国、地方公共団体及び規則第 7条

に規定する公共的団体が行う行為に該当し

ないか。 

 

 

（届出書及び添付図面の確認） 

① 記載必要事項の記入もれはないか。 

 

② 規則別表第 1 に定める図面は、添付されて

いるか。 

また、着色を必要とする図面は着色されてい

るか。 

 

③ 届出書に必要事項を記入しきれない場合

は、添付図面に詳しく記載されているか。 

 

（受  付） 

① 上記を確認のうえ届出書が適正であると

認めるときは、受付を行い、届出受付処理台

帳（別記様式第 2号）に必要事項を記載する。 

 

 

・条例第 7条に規定する景観形成地域にお

ける行為の届出に係る行為については、

同条に基づく届出として処理する。 

 

 

 

 

 

・規則第 8条第 2項に規定する行為に該当

する行為については、条例第 9条第 1項

第 2号の「特定施設届出地区における行

為で規則で定めるもの」であり、届出を

要しない。 

 

・「地盤面下又は水面下における行為」、 

「法令又はこれに基づく処分による義

務の履行として行う行為」や「非常 害の

ために必要な応急措置として行う行為」

については、法 16 第 7 項、施行令第 8

条及び規則第 8 条第 2 項の規定により

届出を要しない。 

 

・法第 16 条第 7 項及び施行令第 8 条に定

める行為は、届出の適用除外行為であ

る。 

別紙「届出を要しない行為（適用除外行

為）」参照 

 

・国、地方公共団体及び規則第 7条に規定

する公共的団体が行う行為については、

届出を要しない。 

 

 

 

・完備されていない届出書は、届出者等に

通知し訂正及び追加をさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・届出書にも、受付日を記入する。 

 

 

 

特定施設届出地区における行為の届出 



 

 

届出の種別 チェック 処 理 手 順 留 意 事 項 

大 規 模 行 為

に係る行為の

届出（条例第 7

条、規則第 5

条） 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

（届出の必要性についての確認） 

① 行為地は、景観形成地域外であるか。 

 

 

 

② 行為は、条例第 7条第 1 項第 2号又は同条

第 2項第 2号に規定する特定施設届出地区に

おける行為の届出に係る行為に該当しない

か。 

 

 

③ 行為は、熊本県景観条例施行規則（以下「規

則」という。）第 4 条に規定する「大規模行

為の規模等」を超えるものか。 

 

 

④ 工作物に係る行為の場合、規則第 2 条に規

定する工作物か。 

 

⑤ 行為は規則第 8条第 3項に規定する行為に

該当しないか。 

 

 

  ・ 行為は、「地盤面下又は水面下における行

為」、「法令又はこれに基づく処分による義務の

履行として行う行為」 や「非常災害のために

必要な応急措置として行う行為」に該当しない

か。 

  

 

・ そのほか、行為が法第 16 条第 7 項第 1 号

から第 10 号及び施行令（以下「施行令」と

いう。）第 8条に定める行為に該当しないか。 

 

⑥ 行為は、国、地方公共団体及び規則第 7条

に規定する公共的団体が行う行為に該当し

ないか。 

  

（届出書及び添付図面の確認） 

① 記載必要事項の記入もれはないか。 

 

② 規則別表第 1 に定める図面は、添付されて

いるか。 

また、着色を必要とする図面は着色されてい

るか。 

 

③ 届出書に必要事項を記入しきれない場合

は、添付図面に詳しく記載されているか。 

 

（受  付） 

① 上記を確認のうえ届出書が適正であると

認めるときは、受付を行い、届出受付処理台

帳（別記様式第 2号）に必要事項を記載する。 

 

・大規模行為のうち景観形成地域内で行われるも

のについては、条例第 7 条第 1 項第 1 号及び同

条第 2項第１号に基づく届出として処理する。 

 

・大規模行為のうち条例第 7 条第 1 項第 2 号又は

同条第 2 項第 2 号に規定する特定施設届出地区

における行為の届出に係る行為については、条

例第 7条第 1項第 2号又は同条第 2項第 2号に

基づく届出として処理する。 

 

・規則第 4 条に規定する「大規模行為の規模等」

を超えないものは、届出を要しない。 

 

 

・工作物にあっては、規則第 2 条に規定する工作

物に該当しないものは、届出を要しない。 

 

・規則第 8 条第 3 項に規定する行為に該当する行

為については、条例第 9 条第 1 項第 3 号の「通

常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則

で定めるもの」であり、届出を要しない。 

 

・「地盤面下又は水面下における行為」、「法令又は

これに基づく処分による義務の履行として行う

行為」や「非常災害のために必要な応急措置と

して行う行為」については、法 16第 7項、施行

令第 8条及び規則第 8条第 3 項の規定により届

出を要しない。 

 

・法第 16 条第 7 項及び施行令第 8 条に定める行

為は、届出の適用除外行為である。別紙「届出を

要しない行為（適用除外行為）」参照 

 

・国、地方公共団体及び規則第 7 条に規定する公

共的団体が行う行為については、届出を要しな

い。 

 

 

・完備されていない届出書は、届出者等に通知し

訂正及び追加をさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・届出書にも、受付日を記入する。 

 

大規模行為に係る行為の届出 



〔景観届出事務処理フロー〕                
「法」:景観法、「条例」：熊本県景観条例、「要領」：熊本県景観条例施行事務処理要領 

 

   

 

 

 

 

 

 

                            

届出（正副２部） 

                     (法第 16 条第 5 項) 

                            

 

【受付・受理】      不備あり又は景観形成基準に不適合   不備なし 

                                                                             

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                  通知 

 

               届出があった日から 

30 日以内 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 

 

 

 

 

処理台帳・審査表（附表）

表） 

 

※法令上は変更命令もあるが、罰則を科してまで

行う必要がある場合に限る。届出者の当該行為に

よる私益と、地域の良好な景観形成という公益を

比較考量して判断する必要があり、景観形成基準

に適合しないことを以て、安易に命令ができるも

のではないと考えられる。 

「変更命令等事務取扱要領」に基づき対応。 

 

 

(法第 16 条第３項   (要領第２の２(1)②）  (要領第２の２(1)②） 

(法第 17 条第１項) 

(要領第２の２）※副本とともに届出者へ要旨説明・直渡し又は郵送) 

※勧告等にあたり、景観アドバイザーの活用可（要領第２の３⑥） 

様式等のチェック（「事務処理手順」を活用） 

・書類確認  ・内容把握  ・事前指導 

 →法令が定める形式上の要件を満たす届出が提出先 

に到達した場合は、手続上の義務は完了。(行政手続法第３７条) 

 
景観形成基準に

不適合 

改善したが、景観形

成基準に不適合 

景観形成基準に

適合 

勧告通知 
無勧告通知 

（要請事項付

き） 

無勧告通知 

行為着手 

３０日前 

(法第 18 条第１項) 

着手制限期間の

短縮 (法第 18 条第 2 項)  

県 

（広域本部景観建築課） 

勧告及び要請

事項への対応

を検討・是正 

事業計画 

段階 

(要領第２の３④④) 

(要領第２の３③) 

行為者 

現状回復命令 

行為者等から相談があった場合は、できる限り事前相談・事前調整を行い、 

良好な景観形成への誘導を図る（必要書類の提示、内容把握、事前指導等） 

地域の景観に調和するよう届出者と県による調整の場を持ち、 

景観形成基準への適合を図る（行政指導の範囲内） 

※必要に応じて 

【関連窓口との連携】 

 共同して指導、状況の把握 

○合議（要領第 2 の 2（1）④） 

・広域本部土木部内（建築確認、

開発行為、屋外広告物、公物管理） 

・同農林部又は農林水産部 

・同保健福祉環境部 

○連絡文書等による協力要請 

（要領第 2 の 2（1）④） 

・本庁産業支援課及び商工振

興金融課、関係市町村 

調整により変更（適合） 

 

調整不調（不適合） 

 

行為の着手 

処分 

届出があった日から 30 日以内 

場合により最大 90 日まで延長可 

(法第 17 条第 2 項及び第 4 項) 

行為完了 

行為完了までの状況把握 

※審査表及び附表での 

勧告等経過の記録 

変更命令 



別記様式第１号 

景観法又は景観条例に基づく行為の届出に対する審査表 

１ 受付年月日  

  及 び 番 号  

   年（      年）   月   日 

     第       号 

２ 届出者氏名   

３ 行為の場所  
     市       町 

     郡       村 

４ 届出の区分  

 

５ 行為の内容  

 

６ 勧告もしくは

変 更 命 令  

の 有 無 

及 び 内 容  

 無 

 有（      年（      年）   月   日） 

【勧告もしくは変更命令の内容】 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

７ そ の 他 

 

 



附表 

指導経過記録表 

指導事項 届出者等の申立事項 

年月日 指導方法 指  導  内  容 年月日 
相手方

氏  名 
申  立  内  容 

      

 



別記様式第２号 

第    号 

   年（     年）  月  日 

 

    住所 

届出者  

    氏名           様 

 

 

熊本県知事        印 

 

 

景観法又は景観条例に基づく行為の届出に対する通知書  

 

 

 あなたが、    年（      年）  月  日に届け出されまし

た行為について、景観法又は熊本県景観条例の規定に基づき、適当と認めら

れますので通知します。 

 

記 

１ 届出された行為の区分 

 ① 景観形成地域における行為 

 ② 特定施設届出地区における行為 

 ③ 大規模行為に係る行為 

 

２ 照会先   

  熊本県        広域本部         課 

   

 

 

  



別記様式第３号 

第    号 

   年（     年）  月  日 

 

    住所 

届出者  

    氏名           様 

 

熊本県知事         印 

 

 

景観法又は景観条例に基づく行為の届出に対する通知書  

 

 

 あなたが、    年（      年）  月  日に届け出されまし

た行為について、景観法又は熊本県景観条例の規定に基づき、下記のとおり

勧告します。 

 

記 

１ 届出された行為の区分及び勧告の根拠 

 ① 景観形成地域における行為（景観法第 16 条第 3 項又は熊本県景観条例第 7 条第 5 項） 

 ② 特定施設届出地区における行為（景観法第 16 条第 3 項又は熊本県景観条例第 7 条第 5 項） 

 ③ 大規模行為に係る行為（景観法第 16 条第 3 項又は熊本県景観条例第 7 条第 5 項） 

 

２ 勧告事項 

 

 

 

 

３ 照会先   

  熊本県        広域本部         課 

  



 

別記様式第４号

番号 受　　付 区分 届出者の住所及び氏名 行為の場所及び内容 期間延長通知 期間延長理由 通知等区分
無勧告又は勧告
又は変更命令

勧告又は変更命令
内容

摘　　要

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

　　年　月　日
　　第　 　　号

景
特
大

　　年　月　日
　　第　 　　号

無勧告
勧告

変更命令

　　年　月　日
　　第　 　　号

年度　　景観法又は景観条例に係る届出受付処理台帳



 

別記様式第5号

○○広域本部土木部　（○○地域振興局） 単位:件

指

導

なし

C

指

導

あり

D

指

導

なし

ｃ

指

導

あり

ｄ

建築物 0 0 0

工作物 0 0 0

広告塔・広告板 0 0 0

さく及び塀 0 0 0

土地の外観の変更を伴う鉱物

の採掘又は土砂の採取
0 0 0

土地の区画形質の変更 0 0 0

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

風営法第2条1-7

(パチンコ店・麻雀店)

風営法第2条1-8

(ゲームセンター)

風営法第2条6-4

(ラブホテル)

給油取扱所 0 0 0

飲食店業 0 0 0

物品販売業及び物品貸付業 0 0 0

旅館業法第2条～3

(旅館･ホテル)

広告塔・広告板 0 0 0

カラオケボックス 0 0 0

屋上広告 0 0 0

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建築物 0 0 0

工作物 0 0 0

木材の伐採 0 0 0

屋外における物件の堆積 0 0 0

鉱物の掘採又は土石の採取 0 0 0

土地の区画形質の変更 0 0 0

屋外における自動販売装置

の設置
0 0 0

広告物 0 0 0

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前
年

度
末

未
処

理
I

景

観
形

成
地

域

合計

0

0 0

0 0

0

0 00

0 00

変

更

命

令

e

小
計

　
f　

(ｂ
+
ｃ

+
ｄ

＋
ｅ

)

大

規
模

行
為

特
定

施
設

届
出

地
区

処　　　理

期

間

延

長

ｇ

取

下

ｈ

未
処

理
　

ｉ　
(Ｉ+

ａ
ｰ

f-
g-

h
)

勧

告

通

知

B

無勧告通知

変

更

命

令

Ｅ

小
計

　
Ｆ

　
(B

+
C

+
D

+
Ｅ

)

勧

告

通

知

ｂ

無勧告通知

景観条例届出等事務処理月報(    年   月分)

前

月
末
未

処
理

I

当月分 当月末累計

受

付

A

処　　　　理

期

間

延

長

Ｇ

取

下

Ｈ

受

付

ａ



別記様式第６号 

特定事業者との景観形成協定締結要請書 

番     号   

年  月  日   

 

   熊本県知事        様 

 

 

市町村長  氏  名   印   

 

特定事業者との景観形成協定の締結について（要請） 

   熊本県景観条例第 13 条第 1 項の規定に基づく景観形成協定を下記の特定事業 

者と締結されるよう、同条第 3 項の規定により要請します。 

 

記 

 

１ 特定事業者  

 (1) 名称  

  (2) 代表者氏名  

 (3) 所在地  

 (4)  事業地及びその面積  

 (5) 事業の種別及び概要  

 

２ 景観形成協定締結を要請する理由  

 

 

 

３ 添付書類  

 (1) 事業地の区域等を示す図面  

(2)  

 

 



別記様式第７号 

景 観 形 成 住 民 協 定 認 定 推 薦 書 

番     号   

年  月  日   

 

   熊本県知事        様 

 

 

市町村長  氏  名   印   

 

景観形成住民協定の認定について（推薦） 

   熊本県景観条例第 16 条第 1 項の規定に基づき下記の協定を景観形成住民協定と

して認定されるよう、同条第 3 項の規定により推薦します。 

 

記 

１ 協  定  

協 定 の 名 称  
 

協定締結年月日  
 

代 表 者 の 住 所  

氏名・電話番号  

 

協定に係る区域  

（地    名）  

 

協 定 者 数  
 協定に係る区域内の土地又は建築物

等を所有し、又は管理する者の数  

 

 

２  当該協定が    市（町・村）における景観形成に資するものであると認め   

る理由  

 

３ 添付書類  

 (1) 協定書の写し  

(2) 協定により定められた区域を示す図面  

 

 



 

別記様式第８号

認　　定

番　　号
認　定　年　月　日 協　定　の　名　称 協　定　に　係　る　区　域

代　表　者　氏　名

（住民・電話番号）

協　　定

者　　数

協　　定　　締　　結

年　　　 月　　 　日
（有 効 期 限）

備   考

景 観 形 成 住 民 協 定 認 定 台 帳



特定事業者景観形成協定（案） 

 

 特定事業者      (以下「甲」という。）と熊本県（以下「乙」という。）

とは、熊本県景観条例第１３条の規定に基づき、甲が実施する事業の景観形成

に関する協定を締結する。 

 

（名 称） 

第１条 本協定は、     景観形成協定（以下「協定」という。）と称す 

る。 

（目 的） 

第２条 この協定は、周辺の景観、環境との調和のとれた    を形成する 

ため、    の健全な発展と良好な景観形成の推進に資するため必要な事 

項を定めるものとする。 

（協定の遵守） 

第３条 甲は、協定の目的を踏まえ、この協定に定める事項を信義に基づき誠 

実に遵守するものとする。 

２ 甲は、傘下の組合員に対しても、この協定に定める事項を遵守するよう指 

導するものとする。 

（区 域） 

第４条 本協定の対象区域は、下記の区域とし、別添区域図面のとおりとする。 

 所在地： 

 面 積： 

（景観形成計画） 

第５条 甲は、建築物等の建設及び緑化に当たっては、景観形成計画を作成し、 

乙と協議するものとする。この場合において、この計画は、熊本県景観条例 第  

条の        の届出書として取り扱うものとする。 

（景観形成に関する事項） 

第６条 第２条の目的を達成するために定める景観形成に関する事項は次のと 

おりであり、その景観形成基準は、別紙のとおりとする。 

 ・土地の管理 

 ・建築物等に関する基準 

 ・駐車場、堀等の付帯施設の位置及び外観の基準 

 ・緑化に関する基準 

 ・企業記名等サインに関する基準 

（協 力） 



第７条 乙は、甲の実施する景観形成活動に対して、必要に応じて技術的援助 

等を行うものとする。 

（協定の変更） 

第８条 本協定の変更については、甲、乙いずれかの届出に基づき、十分協議 

のうえ協定の変更を行うものとする。 

（協定の有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は、協定締結の日から５年間とするが、真にやむを 

得ない理由が発生した場合については、甲、乙十分協議のうえ廃止すること が

できる。 

２ 有効期間満了後、甲、乙いずれからも廃止の申出がなければ、更に５年間 

有効とする。 

（雑 則） 

第１０条 この協定について、疑義のあるとき、又はこの協定に定めのない事 

項については、甲、乙協議のうえ解決するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印のうえ、

各自１通を保有する。 

 

    年  月  日 

 

        甲 

 

 

        乙  熊本県 

             代表者 熊本県知事 



別紙 

     熊本県景観条例施行事務処理要領運用上の留意事項 

 

１  屋外広告物条例の取扱いの変更について 

      景観形成地域、特定施設届出地区における広告物の設置や外観の変更の  

ほか、県内において高さ 13ｍを超える大規模な広告物の設置や外観の変更  

を行う場合などは、これまで景観条例に基づく届出が必要であったが、今

回の景観法に基づく景観計画の策定及び景観条例の一部改正により、県屋

外広告物条例に基づき許可を受けるものについては、景観条例に基づく届

出が適用除外となるので、同条例の（変更）許可申請時に景観の指導も併

せて行うこととする（ただし、景観関係自主条例の施行市町村など一部の

区域を除く）。  

 

２ 「広告塔」、「広告板」について 

     景観条例第２条第５項（特定施設の種類）の「広告塔及び広告板」及び景

観条例施行規則第２条（工作物の種類）第１２号の「広告塔又は広告板」に

おける「広告塔」は、「木又は金属等の耐久性のある材料を利用して作成さ

れたものであって、土地に建植され又は建造物その物件を利用して取り付 

けられ、立体的に広告内容を表示するもの」であり、「広告板」は、「木又

は金属等の耐久性のある材料を利用して作成されたものであって、土地に建

植され又は建造物その物件を利用して取り付けられ、平面的に広告内容を表

示するもの」を意味するものであり、旧景観条例及び旧景観条例施行規則に 

ける「広告塔」及び「広告板」と変わらないものである。 

 

３ 届出を要しない行為について 

届出を要しない行為については、「別紙 届出を要しない行為（適用除  

外行為）」のとおり、景観法第１６条第７項、景観法施行令第８条及び景観

条例施行規則第８条に規定されているので、留意のうえ届出の要否を判  

断すること。 

 

 












